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障害者相談支援事業の実施状況等について

令和６年度 市町村分

※結果については、特筆がない場合いずれも令和７年４月時点のもの

別添資料１



障害者相談支援事業について

※いずれも母数は市町村数：1,741 1

1,049 , 

60%

566 , 

33%

126 , 

7%

障害者相談支援事業の実施形態

①単独で実施

②複数市町村
共同で実施

③単独＋複数
市町村共同で
実施

187, 

11%

1,282 , 

74%

272, 

15%

障害者相談支援事業の実施方法

①直営で実施

②委託（※）に
より実施

③直営＋委託
（※）により実
施

※委託先は指定特定・指定一
般・指定障害児相談支援事業所

1,443 , 

83%

225 , 

13%

54 , 

3%

19 , 

1%

障害者相談支援事業の運営方法

①３障害一元化して実
施

②障害種別ごとに実施

③地域包括支援セン
ターと一体的実施＋３
障害一元化

④その他

496 , 

29%

997 , 

57%

174 , 

10%

74 , 

4%

障害者相談支援事業の対応日

①365日対応し
ている

②平(月～金)の
み対応

③平日(月～金)
＋土曜日対応

④その他

143 , 

8%

643 , 

37%955 , 

55%

障害者相談支援事業の対応時間

①24時間対応
（夜間は夜勤・

宿直）

②24時間対応
（夜間は携帯）

③24時間対応な

し

97 , 

5%
377 , 

22%

22 , 

1%
46 , 

3%

266 , 

15%

933 , 

54%

障害者相談支援事業の対応日＋対応時間

①365日対応＋24時間対応

(夜間は夜勤・宿直)

②365日対応＋24時間対応

(夜間は携帯)

③365日対応＋24時間対応

なし

④365日対応なし＋24時間

対応(夜間は夜勤・宿直)

⑤365日対応なし＋24時間

対応(夜間は携帯)

⑥365日対応なし＋24時間

対応なし

365日+24時間対応
（①＋②）474,

27%



障害者相談支援事業について

2

※複数回答可であるため、合計数は市町村数と一致しない。
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障害者相談支援事業の実施状況

①福祉サービスの利用援助

②社会資源を活用するための支援

③社会生活力を高めるための支援

④ピアカウンセリング

⑤権利の擁護のために必要な援助

⑥専門機関の紹介

⑦地域包括支援センターとの情報交換

⑧生活困窮者相談窓口との情報交換

⑨重度障害者への支援（訪問等）

⑩その他

市町村数：1,741
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ピアカウンセリングの実施状況
（対象障害別）

実施市町村数：681



（参考）障害者相談支援事業を直営又は直営＋委託で行う場合の「直営部分」の実施状況
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434, 

87%

47, 

9%

8, 

2%

4, 

1%
3, 

1%

相談支援事業窓口の設置場所

①市町村役所

②公共施設

③障害福祉サー
ビス事業所内

④障害者支援施
設

⑤その他

直営部分の窓口数：496

23, 

45%

12, 

23%

9, 

18%

2, 

4%

2, 

4%

3, 

6%

ピアカウンセラーの人数

①身体障害

②知的障害

③精神障害

④高次脳

⑤難病

⑥発達

ピアカウンセラーの人数：51

114 114
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他機関と一体的に総合的な窓口を設置している窓口

①地域包括支援センター関係

②保健・子育て・発達支援関係

③就労支援関係

④市町村総合相談関係

⑤生活困窮者自立支援制度関係

⑥虐待防止センター関係

一体的に総合的な窓口を
設置している窓口数:288

※１つの窓口が複数の関係機関と一体的に総合的な窓口を設置している場合は、複数計上している。

455 , 

92%

41 , 

8%

相談支援事業の障害種別等別の対象者

①障害種別問
わず

②対象を限定

※対象を限定している場合の取
り扱う障害種別（複数回答）

○身体 20 ○知的 21
○精神 21 ○高次脳 11
○難病 9 ○発達 21
○児童 22

直営部分の窓口数：496



（参考）障害者相談支援事業を直営又は直営＋委託で行う場合の「直営部分」の実施状況
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専門的職員の人数
①社会福祉士

②保健師

③精神保健福祉士

④看護師・准看護師

⑤介護福祉士

⑥介護支援専門員

⑦臨床心理士

⑧公認心理師

⑨その他の専門的職員

相談支援の業務に
従事する者の人数：2,936

※１人の者が複数の資格を有する場合は、 複数に人数を計上している。
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手話通訳者等の配置状況 ①手話通訳士

②手話通訳者

③手話奉仕員

④要約筆記者

⑤代筆・代読支援者

⑥点訳奉仕員

⑦音訳奉仕員

⑧盲ろう者向け通訳・介助員

⑨失語症者向け意思疎通支援者

⑩その他

直営部分の窓口数：496



基幹相談支援センターについて
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659 , 

38%

477 , 

27%

16 , 

1%

27 , 

2%

183 , 

10%

379 , 

22%

基幹相談支援センターの設置形態等

①単独で設置

②複数市町村共同
で設置

③単独＋複数市町
村共同で設置

④令和７年度中に
設置予定

⑤令和８年度中に
設置予定

⑥設置予定なし

市町村数：1,741

359, 

25%

330, 

23%

503, 

34%

46, 

3% 219, 

15%

基幹相談支援センター窓口の
設置場所

①市町村役所

②公共施設

③障害福祉サー
ビス事業所内

④障害者支援施
設

⑤その他

設置箇所数：1,457

291, 

20%

856, 

59%

78, 

5%

30, 

2%

1, 

0%
5, 

0%

140, 

10%

56, 

4%

基幹相談支援センターの運営主体

①地方公共団体

②社会福祉法人

③医療法人

④社団・財団法人

⑤協同組合

⑥営利法人

⑦特定非営利法人

⑧その他

設置箇所数：1,457

223 , 

15%

1,166 , 

80%

68 , 

5%

基幹相談支援センターの設置方法

①直営で実施

②委託（※）に
より実施

③直営＋委託
（※）により実
施

設置箇所数：1,457

※委託先は指定特定・指定一般
相談支援事業所

64 , 

5%

240 , 

20%

715 , 

58%

215 , 

17%

委託により設置する場合の委託先
の相談支援事業に係る指定状況

①一般相談支
援事業の指定
あり

②特定相談支
援事業の指定
あり

③一般+特定相
談支援事業の
指定あり

④一般+特定相
談支援事業の
指定なし

委託により設置している箇所数：1,234

888, 

72%

346, 

28%

委託により設置する場合の委託先の
「障害者相談支援事業」の委託状況

①委託あり

②委託なし

委託により設置している箇所数：1,234



基幹相談支援センターについて
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【設置率の全国平均：66％】

基幹相談支援センターの設置率（都道府県別）
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基幹相談支援センターの設置状況（経年比較）

設置市
町村数

設置率
973, 

66.8%

484, 

33.2%

地域生活支援拠点等としての機能
を有する基幹相談支援センター

①機能あり

②機能なし

設置箇所数：1,457



基幹相談支援センター機能強化事業について

7

1,102 , 

63%

115 , 

7%

524 , 

30%

基幹相談支援センター
機能強化事業の実施状況

①実施

②次年度以

降実施予定

③未実施

市町村数：1,741
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基幹相談支援センター機能強化事業の実施状況（経年比較）
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885 

173 

712 

572 
524 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

基幹相談支援センター
機能強化事業の専門職員の資格

①社会福祉士

②保健師

③精神保健福祉士

④主任相談支援専門員

⑤その他

実施市町村数：1,102
925
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基幹相談支援センター
機能強化事業の事業内容

①地域の相談支援体
制の強化

②協議会の運営等に
よる地域づくりの取
組

実施市町村数： 1,102



住宅入居等支援事業（居住サポート事業）について
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345 , 

20%

1,396 , 

80%

住宅入居等支援事業の実施状況

①実施

②未実施

市町村数：1,741
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住宅入居等支援事業の実施方法

①直営で実施

②指定相談支援事
業者に委託で実施

③不動産業者に委
託で実施

④その他

実施市町村数：345

※ 複数回答可であるため、合計数は実施市町村数と一致しない。
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住宅入居等支援事業の実施内容

①障害者向け住宅の確保、リストの作成

②入居支援（物件斡旋依頼、入居契約手続
き支援）

③24時間支援（緊急の相談支援、関係機
関との連絡・調整等）

④関係機関によるサポート体制の調整

⑤施設等・病院に入所・入院している精神
障害者に対する②～④の取組

⑥その他

※経過的取扱い
現に障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対する入

居支援及び居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整及び２４時間支援については、地域
移行支援・地域定着支援の実施体制が整備されるまでの間、経過的に実施できるもの。

※ 複数回答可であるため、合計数は実施市町村数と一致しない。

実施市町村数：345



住宅入居等支援事業（居住サポート事業）について

• 住宅入居等支援事業の実利用者数は7,308人（事業実施市町村数は345）

(主な内訳)

• 入居支援の実利用者数：1,633人（うち、一般住宅への入居に結びついた件数：801件）

• 24時間支援の登録者数：611人

住 宅 入 居 等 支 援 事 業 の 実 利 用 者 数 等 （ 令 和 ６ 年 度 ）
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1,695, 

97%

46, 

3%

（自立支援）協議会の設置状況

①設置

②未設置

（自立支援）協議会について
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市町村数：1,741
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設置率
※平成23年4月1日以前の設置状況は、地域自立支援協議会の設置状況。
※平成23年4月1日の設置状況は、被災３県を除くデータ。
※平成25年4月1日の設置状況は、未提出の自治体を除いた暫定値。

917, 

75%

233, 

19%

72, 

6%

（自立支援）協議会の事務局の運営方法

①直営で実施

②委託で実施

③その他

協議会数：1,222



（自立支援）協議会について
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①指定一般・指定特定・指定障害児相談支援事業者（障害者相談支援事業の委託あり）

②指定一般・指定特定・指定障害児相談支援事業者（障害者相談支援事業の委託なし）

③障害者就業・生活支援センター

④児童発達支援センター

⑤発達障害者支援センター

⑥障害福祉サービス事業者

⑦医療機関（病院・診療所など）

⑧教育関係機関（特別支援学校など）

⑨民間企業

⑩高齢者介護の関係機関

⑪障害当事者団体・障害当事者及びその家族（障害者相談員を除く）

⑫権利擁護関係団体（権利擁護関係者）

⑬大学等（学識経験者など）

⑭公共職業安定所（ハローワーク）

⑮保健所・保健センター

⑯保育所

⑰児童相談所

⑱市町村（行政職員）

⑲都道府県（行政職員）

⑳身体障害者相談員

㉑知的障害者相談員

㉒民生委員・児童委員

㉓主任児童委員

㉔地域住民の代表者

㉕その他

（自立支援）協議会の構成メンバー（所属別） 協議会数：1,222

各機関に所属している者をメンバーとしている協議会の割合



（自立支援）協議会 専門部会について

12

998, 

82%

224, 

18%

（自立支援）協議会専門部会の

設置状況

①設置

②未設置

協議会数：1,222

204, 

17%

362, 

29%
416, 

34%

144, 

12%

96, 

8%

（自立支援）協議会の開催実績
（令和６年度）※専門部会を除く

０回

１回

２回

３回

４回以上

協議会数：1,222
929

49 17
75

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

設
置
数

（自立支援）協議会の専門部会の種類

①課題別

②障害別

③地域別

④その他

専門部会設置
協議会数 ：998

※複数回答可であるため、合計数は専
門部会設置協議会数と一致しない。

(4.2)

1,042
(4.6)

849
(4.5)

269

(4.8)

2,929

(5.0)

3,253

(6.9)
4,126

(5.2)
2,465

(4.6)
1,101

(7.1)

2,153

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

開
催
回
数

専門部会（課題別）の開催実績（令和６年度）

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤こども関係

⑥相談支援関係

⑦地域生活・生活支援関係

⑧精神関係

⑨その他

専門部会（課題別）設置数:929

※（）内の数値は１部会あたりの年間開催回数

270
212

67

662
726

639

526

249
310

0

100

200

300

400

500

600

700

800

設
置
数

専門部会（課題別）の設置状況

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤こども関係

⑥相談支援関係

⑦地域生活・生活支援関係

⑧精神関係

⑨その他

専門部会（課題別）設置数:929

※複数回答可であるため、合計数は設置数
と一致しない。



指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所等について

362 

, 3%

4,686 , 

36%

452 , 

4%

928 , 

7%

54 , 

0%

3,969 , 

31%

1,800 , 

14%

610 , 

5%

指定特定・指定障害児相談支援事業所の運営主体

①地方公共団体

②社会福祉法人

③医療法人

④社団・財団法人

⑤協同組合

⑥営利法人

⑦特定非営利法人

⑧その他

事業所数：12,861
166 , 

1%
588 , 

5%

9,626 , 

75%

823 , 

6%

1,658 , 

13%

指定特定・指定障害児相談支援事業所の窓口の設置場所

①市町村役所

②公共施設

③障害福祉サービス事業所内

④障害者支援施設

⑤その他

事業所数：12,861

1,801 1,851 1,778 1,964 1,691 2,032 2,252 1,952 2,067 2,365 2,189 2,207 2,200 2,157 2,152 2,134 2,209 2,202 
934 1,062 1,065 943 1,160

2,529
3,690

5,975 6,617 6,999 7,434 7,995 8,363 8,893 9,320 9,712 10,115 10,659 

2,735 2,913 2,843 2,907 2,851

4,561

5,942

7,927
8,684 9,364

9,623
10,20210,563

11,050
11,472 11,84612,324 12,861 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

事
業
所
数

指定特定・指定障害児相談支援事業所数（経年比較）

委託なし

委託あり

指定特定・障害児相談
支援事業所のうち

※平成23年4月1日以前の設置状況は、地域自立支援協議会の設置状況。
※平成23年4月1日の設置状況は、被災３県を除くデータ。

13



指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所等について

2,523
4,431 4,908 5,465 5,601 5,676

8,915
11,800

15,575
17,57919,08320,418

22,45323,72925,06726,02827,028
28,661 29,821 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

相
談
支
援
専
門
員
数

指定特定・指定障害児相談支援事業所に配置されている相談支援専門員の人数（経年比較）

※平成23年度以前のデータは、指定相談支援事業所に配置されている相談支援専門員の人数。
※平成23年4月1日の相談支援専門員の人数は、被災３県を除くデータ。
※指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定も併せて受けている場合、指定一般相談支援事業所の相談支援の業務に従事

する相談支援専門員の人数も含めて計上している。

9,185 

394 

5,996 

1,369 

9,583 

3,467 

218 
995 

5,260 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

専
門
的
職
員
の
人
数

指定特定・指定障害児相談支援事業所に配置されている専門的職員の人数

①社会福祉士

②保健師

③精神保健福祉士

④看護師・准看護師

⑤介護福祉士

⑥介護支援専門員

⑦臨床心理士

⑧公認心理師

⑨その他の専門的職員

相談支援の業務に従事する者の人数：34,484
うち、 相談支援専門員の人数：29,821

相談支援専門員以外の人数： 4,663

※１人の者が複数の資格を有する場合は、複数に人数を計上
※指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定

も併せて受けている場合、指定一般相談支援事業所の相談支援の業務に従事する者の
人数も含めて計上している。

330, 

33%

48, 

5%

500, 

51%

17, 

2%

30, 

3%
61, 

6%

指定特定・指定障害児相談支援事業所に

配置されているピアカウンセラーの人数

①身体障害

②知的障害

③精神障害

④高次脳

⑤難病

⑥発達

ピアカウンセラーの人数：986

14



指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所等について

15

1,300 , 

10%

9,112 , 

71%

1,287 , 

10%

1,162 , 

9%

指定特定・指定障害児相談支援
事業所の対応日

①365日対応し

ている

②平(月～金)の

み対応

③平日(月～金)

＋土曜日対応

④その他

事業所数：12,861 369 , 

3%

3,105 , 

24%

9,387 , 

73%

指定特定・指定障害児相談支援
事業所の対応時間

①24時間対応

（夜間は夜勤・

宿直）

②24時間対応

（夜間は携帯）

③24時間対応な

し

事業所数：12,861 182 , 

1%

973 , 

8%

145 

, 1%

187 , 

1%

2,132 

, 17%

9,242 , 

72%

指定特定・指定障害児相談支援事業所の
対応日＋対応時間

①365日対応＋24時間対応
(夜間は夜勤・宿直)

②365日対応＋24時間対応
(夜間は携帯)

③365日対応＋24時間対応
なし

④365日対応なし＋24時間
対応(夜間は夜勤・宿直)

⑤365日対応なし＋24時間
対応(夜間は携帯)

⑥365日対応なし＋24時間
対応なし

365日+24時間対
応（①＋②）
1,155,9%

事業所数：12,861

8,536 , 

66%

4,325 , 

34%

相談支援事業の障害種別等別の対象者

①障害種別問わず

②対象を限定

※対象を限定している場合の取
り扱う障害種別（複数回答可）

○身体 2,402 ○知的 2,998
○精神 2,602 ○児童 1,506

事業所数：12,861 153 

211 

442 

190 

109 

0

100

200

300

400

500

窓
口
数

他機関と一体的に総合的な窓口を設置している窓口

①地域包括支援センター
関係

②保健・子育て・発達支
援関係

③就労支援関係

④市町村総合相談関係

⑤生活困窮者自立支援制
度関係

⑥虐待防止センター関係※１つの窓口が複数の関係機関と一体的に総合的
な窓口を設置している場合は、複数計上している。

一体的窓口設置事業所数：1,080



セルフプラン率について（令和7年３月末時点）
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【セルフプラン率の全国平均：16.4%】

計画相談支援
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【セルフプラン率の全国平均：30.9%】

障害児相談支援
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モニタリングについて（令和7年３月末時点）
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単位：人 計画相談支援
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